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開会宣言 

 

まず、委員会諸報告について順次説明を願う。 

 

― 平成２５年度京都府いじめ調査について ― 

 

いじめの実態を把握し、早期発見・早期対応につなげていくものであり、 

「いじめ防止対策推進法」第１６条に定める調査を京都府が先行して実施

するものである。 

昨年度の調査において、いじめの認知の状況が府下でも市町間で報告さ

れる件数に差異が見られたため、今回、府の方で「いじめ防止対策推進 

法」における新たないじめの定義を踏まえ、３段階で統一して把握する 

ものである。 

 

【質疑等】 

 

調査の回数が年２回とあるが、いつ頃実施するのか。 

 

１回目は１学期末、２回目は２学期末である。 

 

調査の内容に違いはあるのか。 

 

予定としては同じもので、２学期末にもう一度調査を実施することにな

る。１学期の結果を踏まえたうえで、指導に活かしていく。 

 

聞き取り調査をするのは誰か。 
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基本的には、担任である。ケースによっては、学年主任、教育相談部員も

一緒に入り、児童生徒の訴えを幅広くとらえるように各学校で取り組んで

いる。 

 

次に、「向日市議会平成２５年第１回臨時会報告案件」についての報告

を願うが、この報告については、公開することにより今後の市議会での予

算審議への影響も考えられるため、秘密会にしたいと思うが、賛成の方は

挙手願う。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手により秘密会とする。 

 

（以下秘密会） 

 

（以上秘密会） 

 

秘密会を解く。 

 

閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


